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指定水防管理団体昭和村水防計画

第１ 総 則

１ 目 的

この水防計画は、水防法（昭和24年法律第193号）第４条の規定に基づき、福島県知事から

指定水防管理団体に指定された昭和村が、同法第３３条の規定に基づき、昭和村の地域にか

かる河川、湖沼の洪水等に際し、水災を警戒し、防ぎょし、及びこれに因る被害を軽減し、

もって公共の安全を保持することを目的とする。

なお、この計画は、昭和村地域防災計画（第3章第23節）の部門別計画として、水防活動に

関する事項について定めるものである。

第２ 水防組織

１ 水防本部の設置

水防法第１０条及び気象業務法第１４条の２の規定により、気象、洪水等についての水防

活動の利用に適合する予報及び警報の通知があったときからその危険の解消するまでの間、

村に水防本部を設置し、水防事務を処理するものとする。

(１) 設置基準

次のアからエに示す事態が生じたとき、及び水防本部長が必要であると認めたときに

設置する。ただし、各注意報の場合は諸状況を判断のうえ、水防本部長が特に必要であ

ると認めた場合に限り設置するものとする。

ア 次の気象注意報及び警報が発表されたとき。

注意報：大雨、洪水の各注意報

警 報：大雨、洪水の各警報

イ 水防法第１０条第２項及び第１１条第１項による洪水予報が発表されたとき。

ウ 水防法第１６条第１項による水防警報が発表されたとき。

エ 村内において震度６弱以上の地震を観測したとき、又は震度４以上の地震により、

河川施設等が被災し、水害が発生したとき、または水害の発生するおそれがあるとき。

(２) 水防本部の組織

水防本部の組織は水防本部組織表（表-1）、水防に関する事務分掌は水防事務分掌

（表-2）による。

なお、災害対策基本法（昭和36年法律第223号）の規定による災害対策本部が設けられ

た場合は,この組織に入り水防事務を処理する。

(３) 水防本部事務局

水防本部の事務局は、総務課に置くものとする。

(４) 水防本部の係員の非常参集

事務分担する係員は、水防本部の業務開始の指令を受けたときは、直ちに本部に参集

し水防本部長の指揮を受けるものとする。
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表－１ 水防本部組織表

庶 務 班 庶 務 係
(住民係長)

（総務課長） （住民係員）
（総務係員）

気象水位情報班 気象水位情報係

(産業建設課長) (観光交流係長)

災害情報連絡班 災害情報連絡係

(企画創生係長)
(からむし振興室長)

（からむし
振興室員）

観 測 ・ 巡 視 班 観測・巡視係

水 防 水 防 (建設係長) (建設係員)
本 部 長 副 本 部 長

（副村長）
（村 長） (出納室長)

(教 育 長) 水 防 活 動 班 水 防 活 動 係

（建設係長） (建設係員)
（観光交流係員）

水防本部員 資 器 材 班 資 器 材 係

（総務係長） （産業建設課長） (産業係長)
（産業係員）

消 防 団 長
交 通 対 策 班 交 通 対 策 係

(安全運転
（教育次長） 副管理者)

（教育係長）
(教育委員会係員）

救 護 ・ 救 済 班 救護・救済係
（保健係長）

（保健福祉課長） (福祉係長)
(議会事務局長) （診療所係員）

（保健･福祉係員）
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表－２ 水防事務分掌

○ 庶 務 係

・ 各班の庶務に関すること

庶 務 班 ・ 水防本部要員の召集、自動車の配車、水防事務の取りまとめ、立案、

報告等

・ 地方水防本部（宮下土木事務所）等への連絡に関すること

○ 気象水位情報係

気象水位情報班 ・ 気象台等の気象情報収集に関すること

○ 災害情報連絡係

・ 土木施設災害、一般被害等水防に関する各種の情報収集、連絡に関す

災害情報連絡班 ること

・ 防災無線使用に関すること

○ 観測巡視係

観測・巡視班 ・ 水位、雨量観測に関すること

・ 河川等の巡視に関すること

○ 水防活動係

・ 水防活動の状況とりまとめに関すること

水 防 活 動 班 ・ 水防活動の応援指導に関すること

・ 応急対策に関すること

○ 資器材係

資 器 材 班 ・ 水防資器材の確認、輸送に関すること

・ 水防倉庫の常備資器材不足の場合の調達に関すること

○ 交通対策係

交 通 対 策 班 ・ 水防時における道路交通の情報収集並びに確保等に関すること

・ 道路の状況（通行止め）に関すること

○ 救護・救済係

救護・救済班 ・ 被災者に対する援護対策並びに避難民の収容及び収容所に関すること

昭和村消防団本部団員は、水防本部と現地との連絡及び水防活動に従事する。
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第３ 重要水防区域

番 担 当 担当水 水 防 重 要 水 防 区 域 堤 防 予想さ 対 策 氾 濫 摘 要
評定基準

水 系 名 河 川 名 防管理 (消防) 左 右 位 置 れる危 面 積 人 家(戸)
種 別 A B

号 事務所名 団体名 分 団 名 岸の別 市 町 村 大 字 字 (m) (m) 険概要 水防工法 (ha) 田 畑(ha)

宮 下 折 橋 洗 掘 人 家 6
1 阿 賀 野 川 柳 沢 川 昭和村 第 1 分 団 両 岸 昭 和 村 小中津川 洗 掘 800 木 流 し 4.0

土 木 石 仏 決 壊 田 畑 3.0

宮 下 二 百 苅 洗 掘 人 家 6
2 阿 賀 野 川 見 沢 川 昭和村 第 2 分 団 両 岸 昭 和 村 大 芦 洗 掘 1,000 木 流 し 10.0

土 木 大 向 決 壊 田 畑 3.0

第４ 水防施設

１ 水防倉庫の資器材備蓄基準

(１) 水防資器材取扱要領

ア 資器材の使用に際しては、水防以外の如何なる工事にも使用することを許さないも

のとする。

イ 資器材の受払いについては、帳簿を常に記入しておかなければならない。

(２) 水防倉庫

各水防倉庫には、水防資器材を常時下記のとおり備蓄しておくものとする。

水防倉庫（仮水防倉庫含む）の所在地及び備蓄資器材一覧

水 防 倉 庫 昭 和 水 防 倉 庫 野 尻 水 防 倉 庫 大芦水防倉庫(仮)

所在地 大字下中津川 大字野尻 大字大芦

備蓄資器材 字中島向1802-2 字山崎4741-1 字宮田1588

ツ ル ハ シ (丁) 10 10 10

唐 鍬 (丁) 3 3 3

ナ タ (丁) 2 2 2

鋤 簾 (丁) 2 2 2

掛 矢 (丁) 5(5) 5(5) 5(5)

ス コ ッ プ (丁) 20(20) 20(20) 20(20)

斧 (丁) 5(5) 5(5) 5(5)

ペ ン チ (丁) 5(5) 5(5) 5(5)

ハ ン マ ー (丁) 10 10 10

鎌 (丁) 5(5) 5(5) 5(5)

鋸 (丁) 5(5) 5(5) 5(5)

土 の う 袋 (枚) 600(500) 600(500) 600(500)

縄 (巻) 20(20) 20(20) 20(20)

ビニールシート帯 (枚) 20(60) 10(60) 10(60)

杭木・鉄筋杭 (本) 100(300) 0(300) 0(300)

鉄 線 (kg) 20(20) 0(20) 0(20)

大型土のう袋 (枚) 30(50) 0(50) 0(50)

※ ( )は、水防倉庫備蓄基準数

２ 調達可能水防資材

備蓄資器材の使用または損傷により、不足を生じた場合の補充及び緊急時の補給に備える

ため、下記の水防資器材取扱業者等の手持ち数量を予め確認しておくものとする。
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なお、昭和村消防団各分団において状況の急変等により水防本部に要請する時間的余裕が

ないときは、各分団長は、当該地域の業者等から調達するものとする。この場合は、

その旨を水防管理者あて報告するものとする。

調達できる水防資材調書

資 材 名 数 量 業 者 名 住 所 電 話

ＪＡ会津よつば
大型土のう袋 50枚 大字下中津川字沖372 57-3111

昭和支店

ＪＡ会津よつば
土 の う 袋 200枚 大字下中津川字沖372 57-3111

昭和支店

ＪＡ会津よつば
玉 縄 100巻 大字下中津川字沖372 57-3111

昭和支店

ＪＡ会津よつば
ビニールシート 50枚 大字下中津川字沖372 57-3111

昭和支店

ＪＡ会津よつば
ロ ー プ 20巻 大字下中津川字沖372 57-3111

昭和支店

鉄 線 50Kg オーハラ堂 大字下中津川字宿ノ原2933 57-2424

杭木・鉄筋杭 200本 栗城馬場工業株式会社 大字野尻字山崎4744 57-2576

砂 利 ・ 砂 類 50‰ 金子建設株式会社 大字喰丸字松木平727 57-2211

砂 利 ・ 砂 類 50‰ 栗城馬場工業株式会社 大字野尻字山崎4744 57-2576

水防資材取扱業者等

資 材 名 業 者 名 住 所 電 話

土 の う 類 ＪＡ会津よつば昭和支店 大字下中津川字沖372 57-3111

金 物 類 オーハラ堂 大字下中津川字宿ノ原2933 57-2424

金 物 類 昭和事務機 大字喰丸字沼田1909 57-2135

杭 類 栗城馬場工業株式会社 大字野尻字山崎4744 57-2576

縄 類 ＪＡ会津よつば昭和支店 大字下中津川字沖372 57-3111

砂 利 ・ 砂 類 金子建設株式会社 大字喰丸字松木平727 57-2211

砂 利 ・ 砂 類 栗城馬場工業株式会社 大字野尻字山崎4744 57-2576

３ 水防資器材の輸送

(１) 水防資器材の輸送のため、トラックなどの運搬具を整備し、必要に応じて緊急輸送に

当たらせるものとする。

(２) 緊急のため、運搬車両の不足を生じ、やむを得ない場合は、官民を問わずあらゆる輸

送機関を利用するものとし、この場合警察署長等に連絡応援を求めるものとする。

４ 費用負担と公用負担

(１) 費用負担（水防法第41条）

水防管理団体が、その管轄区域の水防に要する費用は、水防法第４１条の定めにより、

当該水防管理団体が負担するものとする。ただし、他の水防管理団体に対する応援のた

めに要する費用の額及び負担の方法は、応援を求めた水防管理団体との間で協議によっ

て定める。
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また、水防管理団体の水防によって、当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市

町村が著しく利益を受けるときは、当該水防に要する費用の一部は、当該水防により著

しく利益を受ける市町村が負担するものとする。ただし、その費用の額及び負担の方法

は、両者の協議によって定める。

(２) 公用負担（水防法第28条）

水防のため必要あるときは、水防管理者及び消防機関の長は、水防法第２８条の定め

により次の権限を行使することができる。ただし、水防管理団体は損失を受けたものに

対し、時価により損失を補償しなければならない。

○ 必要な土地の一時使用

○ 土石、竹林、その他の資材の使用

○ 車両、その他の運搬具又は器具の使用

○ 工作物、その他の障害物の処分

ア 公用負担権限証明書

水防法第２８条により、公用負担を命じる権限を行使するもの（水防管理者、消防

機関の長）はその身分を示す証明書を、これらの者の委任を受けた者にあっては次の

ような証明書を携行し、必要ある場合はこれを提示すべきものとする。

第 号 水 防 法

公用負担権限証明書 第２８条 水防のため緊急の必要がある
ときは、水防管理者、水防団長又は消

昭和村消防団 防機関の長は、水防の現場において、
何 某 必要な土地を一時使用し、土石、竹木

その他の資材を使用し、若しくは収用
上記の者○○○区域における水防法第 し、車両その他の運搬用機器を使用

２８条第１項の権限行使を委任すること し、又は工作物その他の障害物を処分
を証明する することができる。

２ 水防管理団体は、前項の規定により
令和 年 月 日 損失を受けた者に対し、時価によりそ

の損失を補償しなければならない。

昭和村長 何 某 印

イ 公用負担命令票

水防法第２８条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する際は、原則として次の

ような命令票を目的物の所有者又は、これらに準ずる者に手渡したのちに、これを行う

ものとする。

第 号

公 用 負 担 命 令 票

１ 目的物 種類○○○ 数量○○○

２ 負担の内容 使用、収用、処分

令和 年 月 日

○ ○ 様

昭 和 村 長 何 某 印

事務担当者 何 某 印
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第５ 水位、雨量の観測所

１ 水位観測所

水防活動に必要とする観測所

番 量水標 位 置 水防 氾濫
河 川 名 団待 注意 通 報 先 管 理 者

号 の名称 大字 字 機水 水位
位 (m)
(m)

１ 見 沢 川 見沢橋 大芦 中見沢 1.50 2.50 宮下土木事務所 宮下土木事務所

２ 畑 沢 川 砂田橋 大芦 田 中 1.50 2.50 宮下土木事務所 宮下土木事務所

３ 野 尻 川 岩本橋 野尻 元 町 1.50 2.50 宮下土木事務所 宮下土木事務所

下中
４ 野 尻 川 新田橋 新 田 1.50 2.50 宮下土木事務所 宮下土木事務所

津川

２ 雨量観測所

(１) 水防活動に必要とする観測所

番 雨 量 計
管理機関 観 測 所 名 所 在 地 観 測 員 名

号 の 別

１ 昭 和 村 昭 和 村 役 場 下中津川字中島652 自 記 昭 和 村 役 場

２ 福 島 県 大 芦 雨 量 大芦字瀬戸川原 テレメータ 宮 下 土 木 事 務 所

(２) その他の観測所

番 雨 量 計
管 理 機 関 観 測 所 名 所 在 地 観 測 員 名

号 の 別

会津技術管
１ 東 北 電 力 下中津川雨量観測所 下中津川字住吉394-1 テレメータ

理センター
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第６ 気象情報、水防情報の連絡

１ 通報と伝達の系統図

(１) 水防用気象予警報伝達系統図及び水防警報伝達系統図

福 島 地 方 気 象 台

県 庁 統 制 局

昭 和 村 役 場 会 津 坂 下 警 察 署
0241-57-2111 昭和駐在所

TEL 57-2110
広域消防昭和出張所 当 直 員

TEL 57-2119 宿 直 員 村 長 舟木幸一

消 防 団 長 水 防 本 部 事 務 局 副 村 長 阿 部 浩 陽
馬 場 修 二 総 務 課 長

栗 城 進 也
教 育 長 栗 村 良 輔

出納室長 本名久喜

消 防 団 総務係長
からむし振興室長 菅 家 弘 樹

連 絡 系 統 齋 藤 理 史 住民係長
本 名 剛

企画創生係長
五十嵐敏幸

産業建設課長 産業係長
束 原 健 二 菅 家 祐 博

観光交流係長
山 内 康 次

建設係長
五十嵐邦明

教 育 次 長
本 名 千 代 教育係長

星 憲 一
安全運転副管理者

渡 辺 寿 行

保健福祉課長 保健係長
星 博 之 渡 辺 幸 一

福祉係長
菅 家 一 枝

議会事務局長
永 戸 敦

各 係 員

福島県防災行政無線

有 線 電 話



- 9 -



- 10 -

(２) 庁内水防用務連絡体制

退庁後水防用務連絡系統図

福島地方気象台

県 庁 統 制 局

総務課長 昭 和 村 消 防 団

栗城 進也

団 長 馬場 修二

副 団 長 栗城 三市

第１分団長 酒井 友規

第２分団長 五十嵐吉彦

訓練指導員 五十嵐富夫

産業建設課長

役 場 宿 直 室 束原 健二

総務係長

菅家 弘樹

建設係長

五十嵐邦明

福島県防災行政無線

有 線 電 話
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第７ 水防活動

１ 河川等の巡視

(１) 昭和村消防団各分団長・各班長は、洪水予報の通知を受けたときは、随時河川、堤

防を巡視し、量水標による水位の変化と水門の状況などを水防管理者に報告するもの

とする。

なお、水位が警戒水位に達したときは、防災無線により地域住民に周知するものと

する。

(２) 各分団長・各班長は、河川の水位が警戒水位に達したときは、常時河川、堤防を巡視

し、洪水のおそれを察したときは、直ちにその状況を水防管理者に報告するとともに防

災無線により、団員を召集し、水防活動に当たらせ、その旨を水防管理者に報告するも

のとする。

(３) 各分団長は、洪水の危険が切迫し、直ちに地域内住民の避難立退きを必要と認めると

きは、防災無線により、安全な場所に避難誘導を開始するとともに、その旨を水防管理

者に報告するものとする。

報告

巡 視 者 水防管理団体（昭和村）

分団長 昭和村役場総務課（TEL 57-2111）

班 長

２ 出動及び水防作業

(１) 水防管理者が、管下の水防（消防）団を非常配備につかせるための指令は、次の場合

に発するものとする。

ア 水防法第１６条第１項による水防警報が発表されたとき。

イ 河川等が警戒水位に達する等、治水上の危険が生じたとき。

ウ 地方水防本部からの指示があったとき。

エ 水防管理者が自らの判断により必要と認めるとき。

(２) 水防法第１７条による水防（消防）団の出動段階は次のとおりである。

第１段階 待機 水防（消防）団の保留を行うもの。

（洪水が予想され、刻々増水している場合）

第２段階 準備 水防（消防）団に所定の詰所に集合し、水防資器材の整備・点検、

水門開閉の準備並びに出動準備を通知するもの。

（通報水位に達して更に増水が予想される場合）

第３段階 出動 水防（消防）団の活動を通知するもの。

（警戒水位に達して、なお増水が予想される場合）

第４段階 解除 水防活動の終了を通知するもの。

（特に堤防に被害なく警戒水位以下に復した場合）

※ なお、地震により堤防の漏水、沈下等の被害が発生した場合、またはその恐れが大

な場合は、上記に準じ指令を発するものとする。

(３) 水防作業上の留意事項

ア 水防（消防）団員は、出動前には家事を整理し、万一家人が待避する場合における

待避要領を家人に伝え、後顧の憂いをなくし、いったん出動した場合は、命令がなく

て、部署を離れたり、勝手な行動をとってはならない。

イ 作業中は始終敢闘精神をもって、上司の命令に従い、団体行動をとらなければなら

ない。

ウ 作業中は私語を慎み、言葉に注意し特に「ろう水」、「破提」等の想像による言葉

を用いてはならない。

エ 命令及び情報の伝達は特に迅速、正確かつ慎重に期し、みだりに人心を動揺させた

り、いたずらに水防（消防団）員が緊張によって疲れさせないように留意し、最悪時

に最大の水防能力を発揮できるように心がけること。
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オ 洪水時において堤防に異常が起こる時期は、耐水時間にもよるが、おおむね水位が

最大のとき、またはその前後である。しかし、法崩れ、陥没等は減水時に生ずる場合

が多い（水位が最大洪水位の4分の3に減少したときが最も危険）ので、洪水の最盛期

を過ぎても十分減水するまで警戒を厳重にすること。

カ 地震後の水防活動においては、堤防の漏水、沈下の状況に特に留意するものとし、

河川の水位に応じ被害の拡大を防止すべく適切な措置をとるものとする。

３ 決壊等の通報及び避難場所

(１) 決壊等の通報

堤防が決壊し、またはこれに準ずべき事態が発生した場合には、当該水防管理団体は

水防法第２５条の規定により、ただちにその旨を所轄の地方水防本部（宮下土木事務

所）、会津若松建設事務所、会津地方振興局に通報するものとする。通報を受けた地方

水防本部（宮下土木事務所）はこれを水防本部、警察その他必要な機関に連絡するもの

とする。

連 絡 系 統 図

決壊等の通報

広域消防昭和出張所 水 防 本 部 会津坂下警察署

TEL 57-2119 （昭和村役場） 昭和駐在所

TEL 57-2111 TEL 57-2110

消 防 団 長

TEL 57-2076 災 被害速報

害 福 島 県 庁

対 （災害対策本部）

策

消防団連絡系統 本

部

地 方 水 防 本 部 会津若松建設事務所 会 津 地 方 振 興 局

（宮下土木事務所） （管理課） （県民生活課）

TEL 52-2312 TEL 0242-29-5450 TEL 0242-29-5295

FAX 52-2532 FAX 0242-29-5459 FAX 0242-29-5520

(２) 決壊後の措置

堤防等の施設が決壊した場合においても、水防管理団体（昭和村）及び消防団は、水

防法第２６条の規定に基づき、できる限り氾濫による被害が拡大しないように努める。



- 13 -

(３) 避難のための立退き

知事または水防管理者が必要あると認めたときは、防災無線、その他の広報手段によ

って、水防法第２９条の規定による立退き、またはその準備を指示する。水防管理者が

指示をする場合は、会津坂下警察署長にその旨を通知するものとする。水防管理団体は、

予定立退き先、経路及び可能水防措置をあらかじめ定めておくものとする。

○ 知事及びその命を受けた県職員からの指示の場合

防災無線外

知事（県職員） 水防管理者 地 区 住 民

（昭和村）

○ 水防管理者（昭和村）からの指示の場合

防災無線外

水防管理者 地区住民

（昭和村） 電話

会津坂下警察署長 TEL 0242-83-3451

非常 TEL 0242-83-3452～3453

(４) 水防通報及び避難場所

① 重要水防区域

決 壊 予 想 位 置 氾濫予想 避 難 場 所 決壊通報及び
河 川 名 連絡者氏名

大 字 字 面 積 大 字 字 名 称 （巡視者）

折 橋 小中津川 宮 原 小中津川公民館 第１分団長
柳 沢 川 小中津川 4 ha すみれ荘

石 仏 下中津川 住 吉 昭 和 村 公 民 館 （第２班長）

二百苅 第２分団長
見 沢 川 大 芦 10 ha 大 芦 中 組 へき地保健福祉館

大 芦 （第６班長）

② その他の区域

重要水防区域以外においては、各集落の集会所等を避難場所とし、決壊通報連絡者

は管轄する分団長とする。

４ 水防解除

次の場合で、水防本部長がその必要がないと認めたとき。

概ね水防警報等が解除され、かつ河川が警戒水位以下に減する等、水防警戒の必要がな

いと認められたとき。

５ 水防活動の報告

(１) 各分団長は、水防活動終了後２日以内に別記様式により水防本部長に報告しなければ

ならない。また、野尻水防倉庫及び大芦水防倉庫（仮）の備蓄資器材を使用し不足が生

じた場合においては、管轄する区長にその旨連絡しなければならない。管轄する区長は、

水防資器材受払簿により水防管理団体（昭和村）に報告しなければならない。

(２) 水防管理団体（昭和村）は、地方水防本部（宮下土木事務所）経由で知事に水防活動

を報告するものとする。
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別 記

連 絡 系 統 図

水門等操作責任

者から通報

水 防 本 部

（昭和村役場）

TEL 57-2111

災

害

対

策

本

部

地 方 水 防 本 部 会津若松建設事務所

（宮下土木事務所） （管理課）

TEL 52-2312 TEL 0242-29-5450

FAX 52-2532 FAX 0242-29-5459


